
潮来市出産・子育て一体的応援事業 

 
すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、身近に相談に応じるとともに、 

経済的な支援も一体的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】 伴走型相談支援 

＜１回目＞ 妊娠届出時：専門職がすべての妊婦と面接を実施します。 

＜２回目＞ 妊娠8か月頃：妊娠8か月を迎える妊婦へアンケートを実施し、希望者等は専門職と面接します。 

＜３回目＞ 出産後：乳児全戸訪問時（生後 2 か月頃）に面接を実施します。 

【２】 出産・子育て応援給付金 

出産応援給付金：令和4年 4月 1日以降に妊娠届出をされた方へ 妊娠１回につき５万円支給 

子育て応援給付金：令和 4年 4月 1日以降に生まれたお子さんの養育者へ 子ども１人につき５万円支給 

妊娠届出時 出産 妊娠8 か月頃 
生後2 か月頃 

(乳児全戸訪問) 

面接① 

面接② 

面接③ アンケート（必須） 

※面接②は希望者等のみ実施 

出産応援給付金 

妊娠１回につき 

５万円支給 

 

 

子育て応援給付金 

子ども１人につき 

５万円支給 

 

妊娠 8 か月を迎える頃に、ハガキでアン

ケートの QR コードを送付します。QR コ

ードを読み込み、ご回答ください。 

潮来市こども家庭センター（かすみ保健福祉センター内） 

TEL：0299-94-3031 メール：kenkou@city.itako.lg.jp 

アンケート（必須） 

（伴走型相談支援と出産・子育て給付金事業） 


